

　　　　　　　　医薬用外毒物劇物危害防止規定
   事業所氏　名　　   　　　　　　　　　　　　 　　　　　
事業所所在地　　  　　　　　　　　　　　　　 
１　目的
　　この規定は、当社における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることによって、保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

２　当社従業員の任務
　　当社従業員は、この規定に定める毒物劇物の取扱い、保管管理に注意し、危害の防止に努めなければならない。

３　管理体制
　(1)　毒物劇物取扱責任者
毒物劇物の適正な取扱い、保管管理を確保するため、毒物劇物取扱責任者を設置する。
毒物劇物取扱責任者は、事業所で取扱う毒物劇物の保管、管理等の適正を図るため、従業員に必要な指示を与え、また、経営者に対し、毒物劇物による危害防止等に関する必要な助言を与える。
　　　各従業員は、毒物劇物取扱責任者の指示に従い必要な報告等を行う。
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②緊急連絡網
　  取扱責任者は毒物劇物に関し、盗難・紛失・流失等の事故が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、緊急連絡体制（表２）をもって事故処理にあたる。
　当該緊急連絡体制図については、同様の物を作成し、事業所の見やすい場所に掲示する。
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４　注意及び確認事項
(1)　在庫の管理
　　ア　毒物劇物の購入は計画的に行い、必要最小限の量を保管するよう努める。
イ　取扱責任者は、毒物劇物の保管・管理の適正化を図るため、次の様式の毒物劇物管理簿を作成する。
　　ウ　毒物劇物を仕入れ又は販売等したときは、管理簿に年月日、数量を記入し担当者が捺印又はサインをする。
エ　取扱責任者は、在庫量について定期的に確認を行い、管理簿に捺印又はサインをする。

	医薬用外劇物
	品　名　：　塩　酸
	規格　：　３５％
	単位　：　５００ｇ
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(2) 貯蔵設備　　
ア　貯蔵設備の位置及び立体図は、別紙図面のとおりである。
イ　貯蔵設備は以下の条件を満たすものとする。
　　　・その他の物を貯蔵する場所と明確に区分された毒物劇物専用のものとする。
　　　・施錠できるものとする。
　　　・堅固なものとする。
　　　・「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字を明瞭に表示する。
　　　・飛散、漏れ、しみ出、流れ出、地下にしみ込む恐れがないものとする。
・震災対策として転倒・落下防止措置を講じたものとする。

(3)　取扱い
　ア　保管場所の管理
　　　①　保管場所は常時施錠し、必要なときのみ開けることとする。
カギは取扱責任者又は取扱責任者が指定した者が保管することとする。（当保管場所のカギは　　　　　　　　が保管する。）
②　毒物劇物以外の物は保管しない。
③　混合、混触により発火等の危険のある薬品は、区別して保管する。
　　イ　容器等の管理
　　　　購入時、使用時、又は保管中の物は、定期的に容器の破損や薬品の変質等の異常がないか確認する。
　　　　毒物劇物を他の容器に移しかえる必要がある場合には、飲食物の容器は使用しない。また、移しかえた容器には法定の色で「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示をし、薬品の名称を記載する。

(4)　廃棄
　ア　廃棄は、政令で定める技術上の基準にしたがって行う。
イ　事業所内で処理が困難な物については、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託し、その記録を保管する。
(5)　施設の保守・点検
　　ア　取扱責任者は、毒物劇物の保管、取扱い、廃棄について、次の様式の自己点検表により年に　　回定期点検を行い、記録する。
　　　　改善を要する箇所が発見された場合には、速やかに改善措置をとる。
　　イ　設備の変更や地震等があった場合には、必ず点検を行い、異常のないことを確認する。
　　ウ　専門のメンテナンス会社等に設備の点検・整備を依頼した場合には、その記録を保管しておく。　　　　　　　　　　　　　
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	応急の措置
	取扱品目について、応急の措置を定めているか
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(6)　応急の措置
　　ア　万が一、取扱い中に容器等の破損により、毒物劇物の流出・飛散の事故等が発生した場合には、直ちに別紙「応急の措置」の内容により対処し、被害の拡大を防止する。
　　イ　２(2)②緊急連絡網に基づき、必要な連絡、報告等の処理を行う。

５　教育及び訓練
　　取扱責任者は、従業員に対し、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するために、教育及び訓練を行う。
⑴　教育及び訓練内容
ア　法律の規制に関する教育
　　イ　事故時の応急措置に関する教育及び訓練
　　ウ　毒物劇物の危害性に関する教育
　　エ　防災訓練
　　オ　毒物劇物の安全な取扱いに関する教育
　⑵　参考図書
　　ア　毒物及び劇物取締法（薬務公報社☎03-3315-3821）
　　イ　毒物及び劇物取締法解説（薬務公報社）
　　ウ　毒劇物基準関係通知集（薬務公報社）
　　エ　化学薬品の混触危険ハンドブック（日刊工業新聞社☎03-3263-2311）
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改定年月日　　　　　　年　　月　　日　　　　作成者　　　　　　　　　　　　　　　




